
 

意見公募の実施概要 

名   称 紫波町墓地、埋葬等に関する法律施行条例の制定について 

概   要 

 近年、墓地経営において、墓地を経営する公益法人が、法人の目的

外の事業で経営破綻したり、墓地開発をめぐるトラブルから多額の負

債を抱えて破産宣告を受けたケース、資金繰りが悪化して墓地の所有

権が造成業者に移ってしまったケースなど、不適切な事例が生じてお

ります。 

 このような背景から、墓地、埋葬法第 10 条第１項における墓地、

納骨堂又は火葬場を経営しようとする者について、利用者保護の観点

から、永続的かつ安定的な墓地経営の確保のため、従来の「墓地、埋

葬等に関する法律施行細則」の規定を見直し、新たに「紫波町墓地、

埋葬等に関する法律施行条例」を制定することを検討しております。 

 墓地等の管理等が、国民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生そ

の他公共の福祉の見地から支障なく行われるよう本条例案について、

皆さまからのご意見お待ちしております。 

閲覧書類 

・（ 条例案                   ） 

・（                       ） 

・（                       ） 

閲覧可能場所 

☑ 町ホームページ     ☑ 環境課（担当課） 

☐ 地区公民館       ☐ ゆいっとサロン（情報交流館） 

☐ 紫波町図書館      ☐ 企画課地域づくり係    

☐ その他（紫波町商工会） 

意見公募期間 令和６年 1１月６日（水） ～ 令和６年 1１月１５日（金） 

意見の提出方法 

ご意見は、以下の方法でご提出ください。 

・様式は自由、ご住所、お名前は必ずお書きください。 

・町外の方は、在勤、在学など町とのかかわりをお書きください。 

☐ ホームページへの書き込み  ☑ 書面の持参  

☑  郵送            ☑ ファクシミリ 

☑ 電子メール 

意見の提出先 

紫波町役場 産業部 環境課 生活環境係 

〒028-3318（住所）紫波町紫波中央駅前 2 丁目３－１ 

TEL 019-672-2111 

FAX 019-672-2311 

e-mail kankyo@town.shiwa.iwate.jp 


